一般則様式第２１（第３７条関係）

冷凍則様式第１３（第２６条関係）

	高圧ガス販売事業届
	一般

冷凍
	×整理番号
	

	
	
	×受理年月日
	年　　 月　　 日

	名称
 （販売所の名称を含む。）
	

	事務所（本社）所在地
	〒

電話

	販売所所在地
	〒

電話

	販売をする高圧ガスの種類
	


年　　 月　　 日

代表者　氏名

法人にあっては、名

称及び代表者の氏名

新　潟　県　知　事　殿
備　　考  ×印の項は記載しないこと。

販売計画書
１ 販売の目的
２ 販売の方法（該当項目全てをチェックする）
□　容器置場を設置して販売する
□　容器置場を設置せず、卸店の容器置場から充塡容器等を運搬して販売する
□　容器置場を設置せず、直接充塡容器等を運搬せずに販売する
□　大型冷凍設備を販売する
３ 販売するガスの種類（足りない場合は追加で添付して下さい）
	ガ ス の 区 分
	ガ ス の 名 称

	その他のガス
	

	冷凍設備内の高圧ガス
	

	
	


４ 容器置場の有無（○で囲む）
有り         無し
一般高圧ガス保安規則・冷凍保安規則の技術上の基準に関する事項（フロン販売用）
	適用法令
	基準内容
	申請内容

	一般則第40条第１号
冷凍則第27条第３号
	高圧ガス引渡先の保安状況を明記した台帳を備えること。
	

	一般則第40条第２号
冷凍則第27条第１号
	{充塡容器等・冷媒設備}の引渡は、外面に{容器の使用上支障のある・その強さを弱める}腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、{当該ガス・冷媒ガス}が漏洩していないものをもってすること。
	

	冷凍則第27条第２号
	　冷凍設備には転落、転倒等による衝撃を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
	

	一般則第95条第３項
	　高圧ガスを容器により授受した場合は、充塡容器の記号及び番号、充塡容器ごとの高圧ガスの種類及び充塡圧力（液化ガスについては充塡質量）、授受先並びに授受年月日を記録し、２年間保存する。
	


細則第２号様式（第５条関係）
販売高圧ガス貯蔵届書
年 　　　月　　　日
新 潟 県 知 事 殿
住　　　　　　所
氏　　　　　　名
法人にあっては、名称及び代表者の氏名
下記のとおり販売する高圧ガスを貯蔵したいので、新潟県高圧ガス保安法施行細則第５条の規定により届け出ます。
記
	名　　　　　称
（販売所の名称含む）
	

	事 務 所 所 在 地
	〒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

	　　　販 売 所 所 在 地
	〒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

	貯 蔵 所 所 在 地
	〒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

	貯蔵する高圧ガスの種類
	


添付書類
１　高圧ガス保安法第１５条第１項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載した書類
２　貯蔵場所の構造を示す図面
３　貯蔵場所の付近の状況を示す図面
貯蔵の方法に係わる技術基準
	適用法令
	基 準 内 容
	届出内容

	一般則第１８条
第２号イ
	可燃性ガス又は毒性ガスの充塡容器等の貯蔵は、通風の良い場所ですること。
	

	一般則第６条
第２項第８号イ
	充塡容器等は充塡容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置くこと。
	

	一般則第６条
第２項第８号ロ
	可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス及び酸素の充塡容器等は、それぞれ区分して容器置場に置くこと。
	

	一般則第６条
第２項第８号ハ
	容器置場には、計量器等作業に必要な物以外の物を置かないこと。
	

	一般則第６条
第２項第８号ニ
	容器置場（不活性ガス（特定不活性ガスを除く。）及び空気を除く。）の周囲２ｍ以内において、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。
	

	一般則第６条
第２項第８号ホ
	充塡容器等は常に温度40度以下に保つこと。
	

	一般則第６条
第２項第８号ト
	充塡容器等には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
	

	一般則第６条
第２項第８号チ
	可燃性ガスの容器置場には、携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入らないこと。
	

	一般則第１８条
第２号ホ
	貯蔵は、船、車両若しくは鉄道車両に固定し、又は積載した容器によりしないこと。
	

	一般則第１８条
第２号へ
	一般複合容器等であって当該容器の刻印等において示された年月から15年を経過したものを高圧ガスの貯蔵に使用しないこと。
	


貯蔵するガスの種類及び貯蔵量
	ガ ス 名
	容器の種類
	容器の本数
	貯 蔵 量

	
	ｋｇ
	本
	ｋｇ

	
	ｋｇ
	本
	ｋｇ

	
	ｋｇ
	本
	ｋｇ

	
	ｋｇ
	本
	ｋｇ

	最　大　貯　蔵　量
（ 合 計 ）
	
	本
	ｋｇ

	
	
	
	


一般則様式第２（第４条関係）
	高圧ガス製造事業届書
	一般
	× 整 理 番 号
	

	
	
	× 受理年月日
	年 　　　月 　　　日

	名　　　　　 称
（事業所の名称を含む。）
	

	事務所（本社）所在地
	〒

電話

	事  業  所  所  在  地
	〒

電話

	製造をする高圧ガスの種類
	


年 　　　月　　　 日
代表者　氏名
法人にあっては、名称及び代表者の氏名
新 潟 県 知 事 殿
備　　考  ×印の項は記載しないこと。

製造計画書 （フルオロカーボン移充塡用）
１　製造の目的
２　処理能力（ｍ３／日）
３　高圧ガス設備等の概要
４ 一般高圧ガス保安規則第１２条の技術上の基準に対応する事項
	条項
	準用条項
	基 準
	対応状況

	第12条

第１項

第２号
	第８条第１項
第１号
	製造施設は、引火性又は発火性の物を堆積した場所の付近にない。
	

	
	第８条第１項
第２号
	製造施設には、製造作業中その外部から見やすいように警戒標を掲げる。
	

	
	第８条第１項
第４号
	可燃性ガス、特定不活性ガスの製造施設には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設ける。
	

	第12条

第２項

第１号
	
	高圧ガスを容器に充塡する時には、火気を取り扱う施設、多数の人の集合する場所又は引火性若しくは発火性の物を堆積した場所から５ｍ以内でしない。
	

	第12条

第２項

第２号
	第６条第２項
第４号
	高圧ガスの製造は、製造する高圧ガスの種類及び製造設備の態様に応じ、当該製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検し、異常のある時は危険を防止する措置を講ずる。
	

	
	第６条第２項
第５号
	ガス設備の修理又は清掃は、予め作業の責任者を定め、作業計画に従い、作業責任者の監視の下に行うこと。又修理等が終了した時は、当該ガス設備が正常に作動することを確認した後で製造を行う。可燃性ガス、特定不活性ガスのガス設備の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずる。
	

	
	第６条第２項
第６号
	製造施設に設けたバルブを操作する場合には、過大な力を加えない。
	

	
	第６条第２項
第８号
	（１）充塡容器と残ガス容器は区分しておく。
（２）容器置場には必要なもの以外は置かない。

（３）容器置場（可燃性ガス、特定不活性ガス）の周囲２ｍ以内において、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かない。
（４）充塡容器等は常に温度４０度以下に保つ。
（５）充塡容器等には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、粗暴な取扱をしない。
	


